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○
総
務
省
告
示
第

号

特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周
波
数
終
了
対
策
業
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
四
号

）
別
表
２
の
項
、
３
の
項
及
び
４
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規

則
第
十
四
号
）
第
九
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
に
よ
る
当
該
周
波
数
の
使
用
の
期
限
を
平
成
二
十

七
年
十
一
月
三
十
日
と
定
め
た
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
に
よ
り
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の
変
更
を
申
請
し
、
又
は

無
線
局
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
免
許
人
に
対
し
て
登
録
周
波
数
終
了
対
策
機
関
が
支
給
す
る
給
付
金
の
額
の
算
定
に
用

い
る
耐
用
年
数
、
撤
去
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
及
び
年
利
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
七
百
二
十
四
号
（
登
録
周
波
数
終
了
対
策
機
関
が
支
給
す
る
給
付
金
の
額
の
算

定
に
用
い
る
耐
用
年
数
、
撤
去
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
及
び
年
利
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
三
年

月

日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

一

特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周
波
数
終
了
対
策
業
務
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
別

表
２
の
項
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
耐
用
年
数
及
び
同
表
３
の
項
の
撤
去
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
撤
去
無
線
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

撤
去
無
線
設
備
の
種
類

撤
去
無
線
設
備
の
耐
用
年
数

撤
去
無
線
設
備
の
撤
去
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る

額
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施
行
規
則
第
九
条
の
三

十
年

一
設
備
当
た
り
一
五
、
○
○
○
円

第
一
号
に
規
定
す
る
パ

ー
ソ
ナ
ル
無
線

二

規
則
別
表
４
の
項
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
年
利
は
、
○
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。


